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質 問 回 答 書 

 

                  

  質問書提出者   様  

 

                       福島県県中建設事務所長 

 

 

 県中建設事務所道路等維持管理業務委託の質問事項について、次の内容を回答します。 

 

 

 

質問内容 

 

回   答 

１.県中建設事務所道路等維持管理業務委託

特記仕様書の「別記２ 令和７年度対象路

線一覧（単価契約）」、「別記３ 令和７

年度対象路線一覧（総価契約）」には、主

要地方道 本宮三春線は含まれないので

しょうか。 

 

２．一般除雪業務委託仕様書に「県有機械貸

付」のことは記載されていますが、「民間

機械借上」のことが記載されていないのは

どうしてでしょうか。 

 

３．道路パトロール業務委託仕様書第６条の

５にある気象警報が「発令」、一般除雪業

務委託仕様書第６条の１にある「大雪警報

発令時」とはどのような時でしょうか。 

 

４．春先除雪業務委託仕様書にある貸与機械

だけでは、幅員が狭い道路の除雪が出来な

く民間機械借上（除雪ドーザ8t級）を使用

する路線があります。変更の対象としてい

１．県中建設事務所道路等維持管理業務委託

特記仕様書の「別記２ 令和７年度対象路

線一覧（単価契約）」、「別記３ 令和７

年度対象路線一覧（総価契約）」に主要地

方道本宮三春線も含みます。02-1 募集要領

 03 特記仕様書を修正しましたのでご確認

願います。 

２．一般除雪業務委託仕様書「民間機械借上

」が漏れていました。03 特記仕様書を修正

しましたのでご確認願います。 

 

 

３.「発令」は「発表」の誤記でした。 

03 特記仕様書を修正しましたのでご確認

願います。 

 

 

４．設計図書と業務内容が一致しない場合は

協議の対象とします。 

 

 



ただけるでしょうか。 

５．凍結抑制剤散布業務委託仕様書は、「凍 

結抑制剤散布・県有機械貸付」となってい

ますが、民間機械借上も含まれているので

「県有機械貸付」に限定する必要はないと 

思いますがどうでしょうか。 

 

６．道路等維持管理業務委託の「特記仕様書

」は、「共通仕様書 土木工事編」に基づ

き定められており「特記仕様書」を優先す

ると思いますが、道路パトロール業務など

の各業務に「仕様書による」とありますが

、「特記仕様書」の後に出てくる「仕様書

」は、どちらを優先するのでしょうか。 

 

 

５．凍結抑制剤散布業務委託仕様書の県有機 

械貸付の文言を削除しました。 

03 特記仕様書を修正しましたのでご確認

願います。 

 

 

６．特記仕様書と各業務の仕様書は、同等の

位置付けです。 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 県中建設事務所 電話 024-935-1410） 


